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「臨時的任用職員の給与の取扱要領」の一部改正について（通知） 

 

「臨時的任用職員の給与の取扱要領」（昭和５３年４月２８日付け教職第３６４号）を下記のとお

り改正し、平成３１年４月１日から適用することとしたので通知します。 

 

記 

 

３(２)中の教育職給料表以外の給料表の適用を受ける者の「最高号給」欄を次のように改める。 

 

給  料  表 初  任  給 最 高 号 給 

行政職給料表 １級 ５号給 １級４３号給 

海事職給料表 １級 １号給 １級３９号給 

医療職給料表 １級１１号給 １級４７号給 

現業職給料表 中学卒 

高校卒 

１級 ９号給 

１級１７号給 
１級５１号給 

 

 

３（３）中の教育職給料表の適用を受ける者の級号給を定める「別表」を別紙のとおり改める。 
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